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社会福祉法人千葉県社会福祉協議会介護分野就職支援金貸付運営要領 

（令和３年１０月１９日制定） 

 

改正 令和６年２月７日 

   令和７年３月２８日 

   令和８年３月２７日 

 

 介護分野就職支援金（以下「就職支援金」という。）の貸付けについては、社会福祉法人

千葉県社会福祉協議会介護分野就職支援金貸付規程（以下「規程」という。）に定めるもの

のほか、次に定めるものとする。 

 

（貸付対象者、貸付額及び貸付回数） 

第１条 貸付対象者、貸付額及び貸付回数は次のとおりとする。 

（１）貸付対象者は、次の各号に掲げる基準の全てを満たす者とする。 

ア 介護保険法施行規則第 22条の 23第１項に規定する介護職員初任者研修以上の研修 

を修了した者（「介護福祉士修学資金等の貸付けについて」（平成 30 年２月１日厚生

労働省発社援 0201 第２号厚生労働事務次官通知）の第６における「離職した介護 

人材の再就職準備金貸付事業」及び第７における「障害福祉分野就職支援金貸付  

事業」により貸し付けを受けたことがある者を除く。） 

なお、当該研修は公的職業訓練機関が行っているものに限らず、地方公共団体、 

民間企業等が行っているものも含むものとする 

イ 居宅サービス等（介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 23 条に規定する居宅 

サービス等をいう。以下同じ。）を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業

（同法第 115 条の 45 第 1 項第 1 号イに規定する第一号訪問事業をいう。以下同

じ。）若しくは第一号通所事業（同号ロに規定する第一号通所事業をいう。以下同

じ。）を実施する事業所に介護職員その他主たる業務が介護等（法第 2 条第 2 項に 

規定する介護等をいう。以下同じ。）の業務である者（以下「介護職員等」という。）

として就労した者若しくは就労を予定している者 

ウ 規程第３条第２項第３号に規定する介護分野就職支援金利用計画書（以下単に 

「就職支援金利用計画書」という。）を提出した者 

（２）貸付額は、介護職員等として、就職する際に必要となる次に掲げる経費に充当するも

のとして、200,000 円と貸付対象者が社会福祉法人千葉県社会福祉協議会会長（以下

「会長」という。）に提出した就職支援金利用計画書に記載された額のいずれか少ない

方の額とし、就職支援金利用計画書により使途を確認した上で支給する。また、本事業

は、前号のアに掲げる研修を修了した後、前号のイに掲げる事業所に就職する際に必要
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となる経費に充当するために貸し付けることを念頭に置いているが、就職と同時に研修

を受講する場合も想定されるため、このような場合においては、研修修了後に研修修了

証を提出することを要件に、研修修了前に就職支援金を貸し付けることもできるものと

する。なお、この場合、第５条第１項の「介護職員等として就労した日」を、「研修を

修了した日」に読み替える。 

ア 子どもの預け先を探す際の活動費 

イ 介護に係る軽微な情報収集や講習会参加経費、参考図書等の購入費 

ウ 介護職員等として働く際に必要となる靴や道具又は当該道具を入れる鞄等の被服費 

エ 敷金、礼金又は転居費など転居を伴う場合に必要となる費用 

オ 通勤用の自転車又はバイクの購入費 

カ その他、会長が就職する際に必要となる経費として適当と認める経費 

（３）貸付回数は、一人当たり一回限りとする。 

（貸付方法及び利子） 

第２条 貸付方法及び利子は次のとおりとする。 

（１）本事業における貸付けは、会長と貸付対象者との契約により行うものとする。 

（２）利子は無利子とする。 

（連帯保証人） 

第３条 連帯保証人は、就職支援金の貸付けを受けた者（以下「借受人」という。）と連帯

して債務を負担するものとする。 

２ 連帯保証人は、貸付金の返還の債務を負担する能力を有する者でなければならない。 

（貸付契約の解除） 

第４条 貸付契約の解除については次のとおりとする。 

（１）借受人が貸付事業の目的を達成する見込みがなくなったと認められるに至ったときは、

貸付けの決定を取り消すものとする。この場合において、会長は、当該事由が生じた日

の属する月の翌月分から貸付けを行わないものとする。 

（２）会長は、借受人が正当な理由がなく、会長が定める届出、報告等を提出しないときは、

貸付けを一時保留することができる。 

（返還） 

第４条の２ 規程第１３条の「会長が定める期間」については、１２月とする。 

（職権による返還決定） 

第４条の３ 会長は次の場合においては、借受人が返還免除対象業務に従事する意思がな

くなったものとみなして、規程第 13条により貸付金の返還を決定することができる。 

（１）借受人が 1年以上所在不明の場合 

（２）借受人が正当な理由がなく会長が定める届出、報告等を提出せず、会長が相当の期間

を定めて催告をしたにも関わらず、その期間内に借受人からの届出、報告等がない場合 
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（返還の債務の猶予期間） 

第４条の４ 規程第 18 条第１項第１号の事由による猶予期間は、当該事由が継続している

期間とする。 

２ 規程第 18 条第１項第２号の事由による猶予期間は、同一事由の猶予期間は通算１年以

内とし、事由が複数ある場合は、各事由の猶予期間を通算して２年以内とする。 

  ただし、規程第 18 条第１項第２号の事由による猶予期間中に、返還免除対象業務に 

在職する期間がある場合は、当該在職期間は猶予期間に通算しないこととする。 

（猶予期間の延長） 

第４条の５ 前条の規定に関わらず、会長が特に必要と認めた場合は、猶予期間を延長 

することができる。 

（返還の債務の当然免除） 

第５条 返還の債務の当然免除については次の（１）又は（２）に掲げる事由に該当した

ときとする。 

（１）規程第３条第２項第２号の介護職員等として就労した日から、県内において、２年の

間、引き続き、介護職員等の業務に従事したとき 

（２）介護職員等として従事している期間中に、業務上の事故により死亡し、又は業務に 

起因する心身の故障のため介護職員等の業務に継続して従事することができなくなった

とき 

２ 法人における人事異動等により、借受人の意思によらず、県外において介護職員等の 

業務に従事した期間については、返還免除対象期間に算入できるものとする。 

３ 第 1 項の「２年」の計算については、在職期間が通算 730 日以上であり、かつ、業務

に従事した期間が 360 日以上とする他、介護職員等の業務に従事した者に係る在職期間

については、市町村及び有料職業紹介所の登録期間を含めることができるものとし、 

同時に２以上の市町村等において業務に従事した期間は１の期間として計算し、通算 

しないものとする。 

４ 介護職員等の業務に従事後、他種の養成施設等における修学、災害、疾病、負傷、その

他やむを得ない事由（例えば育児休業等により規程第１２条に規定する業務に従事する

ことが困難であると客観的に判断できる場合を指す。）により介護職員等の業務に従事 

できない期間が生じた場合は、返還免除対象期間には算入しないものとするが、引き続

き、介護職員等の業務に従事しているものとして取り扱うものとする。 

（返還の債務の裁量免除） 

第６条 返還の債務の裁量免除については、次のとおりとする。 

（１）規程第１６条第１項の返還の債務の裁量免除は、相続人又は連帯保証人へ請求を  

行ってもなお、返還が困難であるなど、真にやむを得ない場合に限り、個別に適用する。 

（２）裁量免除の額は、県内において、規程第１２条に規定する業務に従事した期間を、 
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３６０日で除して得た数値（この数値が１を超えるときは、１とする）を返還の債務の

額に乗じて得た額とする。 

（申請・届出等の書式） 

第７条 この運営要領における手続きにおいて必要な様式は、別表のとおりとする。 

（帳簿書類） 

第８条 会長は、資金の取扱いに当たっては、事務分掌を明確に定め、次の帳簿書類を 

備え付け、常に責任の所在及び貸付業務の実施状況を明らかにしておかなければなら

ない。 

（１）介護分野就職支援金貸付台帳 

（２）介護分野就職支援金貸付者管理票 

（３）総勘定元帳 

（４）収入伺・支出伺 

（５）預金通帳 

（６）貸付決定（不承認）通知書の写 

（７）償還金支払免除承認（不承認）通知書の写 

（８）財務諸表 

（９）その他会長が必要と認める帳簿書類 

（経理の区分） 

第９条 会長は、資金の貸付業務を行うに当たっては、公益事業会計におけるサービス 

区分を設け、明確に経理しなければならない。 

（会計年度） 

第１０条 資金の会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わるものと

する。 

（予算及び決算） 

第１１条 会長は、毎会計年度当初に、貸付事業計画に要する費用に関する収支予算書を

作成し、知事の承認を得なければならない。 

２ 会長は、毎会計年度終了後、２か月以内に決算を終了しなければならない。 

（目的外使用の禁止） 

第１２条 介護分野就職支援金貸付事業の資金は本貸付けの目的外に使用してはならない。 

（委任） 

第１３条 この要領に定めるもののほか、この事業の取り扱いに関し必要な事項について

は、会長が別に定める。 

附 則 

この運営要領は、令和３年１１月１日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 
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１ この運営要領は、令和６年２月７日に一部改正し、令和６年４月１日から適用する。 

２ 令和５年度までに貸付契約したものについては、なお従前の例により取り扱うものと 

する。 

附 則 

この運営要領は、令和７年３月２８日に一部改正し、令和７年４月１日から適用する。 

  附 則 

１ この運営要領は、令和８年３月２７日に一部改正し、令和８年４月１日から適用する。 

２ この要領の施行前に貸付決定した就職支援金については、なお従前の例による。 


